
資料№３ 

平成３０年第１回（３月）四街道市議会定例会提出議案 

 

議案第１号 四街道市歴史広場の設置及び管理に関する条例の制定について 

＜社会教育課＞ 

郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を深めるため、歴史広場の設置及び

管理に関する必要な事項を定めるため提案するもの。 

 

議案第２号 四街道市生涯学習審議会条例の制定について 

＜社会教育課＞ 

地方自治法第１３８条の４第３項に規定する附属機関として新たに設置するため提

案するもの。 

 

議案第３号 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

＜消防本部予防課＞ 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消防法に基づく手数

料を改定するため提案するもの。 

 

議案第４号 四街道市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

＜都市計画課＞ 

都市公園法施行令の一部改正に伴い、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の割合

の上限を定めるため提案するもの。 

 

議案第５号 四街道市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例の制定について              ＜建築課＞ 

建築基準法の規定に基づき、成台中地区における地区計画の確実な実現を担保し良

好な都市環境の形成を目指すため、所要の規定の整備を行うため提案するもの。 

 

議案第６号 四街道市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

＜建築課＞ 

公営住宅法施行規則等の一部改正に伴い、本条例の引用条項を改正する必要が生じ

たため提案するもの。 

 

議案第７号 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

＜高齢者支援課＞ 

第７期介護保険事業計画の策定に伴い、平成３０年度から平成３２年度までの介護

保険料の額を定めるとともに、介護保険法等の一部改正に伴い、所要の規定の整備を

行うため提案するもの。 

 

 



議案第８号 四街道市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について     ＜高齢者支援課＞ 

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うため提案するもの。 

 

議案第９号 四街道市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

＜高齢者支援課＞ 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、所要の規定の整備を行うため提案するもの。 

 

議案第10号 四街道市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて                     ＜高齢者支援課＞ 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部

改正に伴い、所要の規定の整備を行うため提案するもの。 

 

議案第11号 四街道市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について    ＜高齢者支援課＞ 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定の整備を

行うため提案するもの。 

 

議案第12号 四街道市ひとり親家庭等医療費等助成条例の一部を改正する条例の制定

について                    ＜子育て支援課＞ 

児童福祉法の一部改正に伴い、本条例の引用条項を改正する必要が生じたため、そ

の他所要の規定の整備を行うため提案するもの。 

 

議案第13号 四街道市こどもルーム条例の一部を改正する条例の制定について 

＜保育課＞ 

和良比小こどもルームの利用者の増加に伴い、こどもルームを増設するため、その

他所要の規定の整備を行うため提案するもの。 

 

議案第14号 四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

＜国保年金課＞ 

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律

の施行に伴い、千葉県を財政運営主体とする国民健康保険事業の広域化に対応するた

め、所要の規定の整備を行うため提案するもの。 



議案第15号 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

＜国保年金課＞ 

地方税法の一部を改正する法律の施行並びに国民健康保険事業の広域化に伴い、事

業運営費として千葉県に国民健康保険事業費納付金を拠出するため、その他所要の規

定の整備を行うため提案するもの。 

 

議案第16号 市道路線の廃止について              ＜道路管理課＞ 

物井地区の市街地開発事業に伴い、既存の認定路線の起点及び終点が再編成された

物井５号線他１２路線を廃止するため、道路法第１０条第３項の規定により提案する

もの。 

 

議案第17号 市道路線の認定について              ＜道路管理課＞ 

物井地区の市街地開発事業及び開発行為に伴い新設された物井山梨１号線他１０６

路線を認定するため、道路法第８条第２項の規定により提案するもの。 

 

議案第18号 平成３０年度四街道市一般会計予算           ＜財政課＞ 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 26,430,000 千円とするも

ので、平成２９年度当初予算と比較し、6.3％、1,570,000 千円の増額です。 

歳入の主なものは、市税 10,952,000 千円、地方消費税交付金 1,465,000 千円、地

方交付税 2,150,000 千円、国庫支出金 4,040,556 千円、県支出金 1,740,493 千円、繰

入金 1,440,645 千円、市債 1,992,100 千円です。 

歳出の主なものは、総務費 3,195,834 千円、民生費 11,405,676 千円、衛生費

2,515,950 千円、土木費 2,337,557 千円、消防費 1,143,699 千円、教育費 2,882,024

千円、公債費 2,345,043 千円です。 

継続費については、固定資産税賦課事業ほか４件を設定しました。 

債務負担行為については、会議録調製(平成３０年度)委託ほか２件を設定しました。 

地方債については、防災通信設備整備事業ほか１４件を設定しました。 

一時借入金については、借入れの最高額を 2,000,000 千円と定めました。 

 

議案第19号 平成３０年度四街道市国民健康保険特別会計予算   ＜国保年金課＞ 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,257,400 千円とするもの

で、平成２９年度当初予算と比較し、14.7％、1,592,500 千円の減額です。 

歳入の主なものは、国民健康保険税 2,021,388 千円、県支出金 6,629,243 千円、繰

入金 555,309 千円で、歳出の主なものは、保険給付費 6,467,147 千円、国民健康保険

事業費納付金 2,610,514 千円、保健事業費 110,287 千円です。 

債務負担行為については、特定保健指導業務委託を設定しました。 

一時借入金については、借入れの最高額を 600,000 千円と定めました。 

 

議案第20号 平成３０年度四街道市霊園事業特別会計予算     ＜環境政策課＞ 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 39,200 千円とするもので、



平成２９年度当初予算と比較し、4.8％、1,800 千円の増額です。 

歳入の主なものは、使用料及び手数料 27,155 千円、繰入金 12,044 千円で、歳出の

主なものは、総務費 23,139 千円、公債費 15,061 千円です。 

 

議案第21号 平成３０年度四街道市介護保険特別会計予算    ＜高齢者支援課＞ 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,837,000 千円とするもの

で、平成２９年度当初予算と比較し、12.0％、624,600 千円の増額です。 

歳入の主なものは、保険料 1,566,492 千円、国庫支出金 1,053,479 千円、支払基金

交付金 1,499,719 千円で、歳出の主なものは、保険給付費 5,378,080 千円、地域支援

事業費 289,520 千円です。 

 

議案第22号 平成３０年度四街道市後期高齢者医療特別会計予算  ＜国保年金課＞ 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,257,900 千円とするもの

で、平成２９年度当初予算と比較し、13.8％、152,100 千円の増額です。 

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料 1,065,006 千円、繰入金 178,987 千円で、

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金 1,208,558 千円です。 

 

議案第23号 平成３０年度四街道市水道事業会計予算       ＜経営業務課＞ 

予算の内容は、業務の予定量では、給水戸数 39,300 戸、主要な建設改良事業とし

て配水管工事費ほかで 1,101,234 千円を見込みました。 

収益的収支では収入を 1,881,405 千円、支出を 1,597,855 千円、差引 283,550 千円

とするものであり、資本的収支では収入を 6,202 千円、支出を 1,270,173 千円、不足

額 1,263,971 千円は過年度分損益勘定留保資金ほかで補てんいたします。 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費については、職員給与費で 1

54,070 千円とし、たな卸資産の購入限度額については、26,481 千円と定めました。 

 

議案第24号 平成３０年度四街道市下水道事業会計予算      ＜経営業務課＞ 

予算の内容は、業務の予定量では、排水区域内人口 82,800 人、主要な建設改良事

業として汚水管整備事業費ほかで 198,936 千円を見込みました。 

収益的収支では収入を 1,921,086 千円、支出を 1,903,737 千円、差引 17,349 千

円とするものであり、資本的収支では収入を 248,409 千円、支出を 637,694 千円、不

足額 389,285 千円は過年度分損益勘定留保資金ほかで補てんいたします。 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費については、職員給与費で

86,402 千円と定めました。 

 

議案第25号 平成２９年度四街道市一般会計補正予算（第５号）    ＜財政課＞ 

補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 123,652 千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 25,603,697 千円とするもの。 

継続費については、総合計画推進事業ほか３件を変更するもの。 

繰越明許費については、地域災害対策事業ほか６件を追加するもの。 



地方債については、庁舎等整備事業を追加し、こどもルーム整備事業ほか７件の限

度額を変更し、さらに排水施設整備事業ほか４件を廃止するもの。 

 

議案第26号 平成２９年度四街道市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

＜国保年金課＞ 

補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ61,220千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,952,025千円とするもの。 

 

議案第27号 平成２９年度四街道市霊園事業特別会計補正予算（第１号） 

＜環境政策課＞ 

補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21,414千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58,814千円とするもの。 

 

議案第28号 平成２９年度四街道市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

＜高齢者支援課＞ 

補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ191,100千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,549,526千円とするもの。 

 

議案第29号 平成２９年度四街道市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

＜国保年金課＞ 

補正の内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 81,158 千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,231,802 千円とするもの。 


